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東京都最低賃金の改正決定に関する報告書 

 

 

 当専門部会は、令和６年７月１日、東京地方最低賃金審議会において付託された

東京都最低賃金の改正決定について、現下の最低賃金を取り巻く状況を踏まえ、慎

重に調査審議を重ねた結果、別紙のとおりの結論に達したので報告する。 

生産性向上の支援については、可能な限り多くの企業が各種の助成金等を受給し、

賃上げを実現できるように、政府の掲げる生産性向上等への支援や経営支援の一層

の強化を求める。特に、事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げ、生産性向

上に取り組んだ場合に支給される業務改善助成金については、最低賃金引上げの影

響を強く受ける中小企業・小規模事業者が申請手続の簡素化も含め、しっかりと活

用できるよう充実するとともに、具体的事例も活用した周知等の徹底を要望する。

加えて、非正規雇用労働者の処遇改善等を支援するキャリアアップ助成金、働き方

改革推進支援助成金、人材確保等支援助成金等について、「賃上げ」を支援する観点

から、賃上げ加算等の充実を強く要望する。 

価格転嫁対策については、新たな商慣習として、サプライチェーン全体で適切な

価格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」を実現するため、独占禁止法の執行強

化、下請Ｇメン等を活用しつつ事業所管省庁と連携した下請法の執行強化、下請法

改正の検討等を行うとともに、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」

の周知徹底を要望する。また、価格転嫁円滑化の取組についての実態調査が行われ、

転嫁率が低い等の課題がある業界については、自主行動計画の策定や改定、改善策

の検討を求めることを要望する。さらには、パートナーシップ構築宣言の更なる拡

大と実効性向上に取り組むとともに、中小企業等協同組合法に基づく団体協約の更

なる活用の推進に向け、活用実態の調査や組合への制度周知に取り組むことを要望

する。さらに、ＢtoＣ事業では相対的に価格転嫁率が低いといった課題があるため、



消費者に対して転嫁に理解を求めていくよう要望する。 

行政機関が民間企業に業務委託を行っている場合に、年度途中の最低賃金額改定

によって当該業務委託先における最低賃金の履行確保に支障が生じることがないよ

う、発注時における特段の配慮を要望する。 

本件の審議に当たった専門部会の委員は別添のとおりである。 

 



 

別紙 

 

東 京 都 最 低 賃 金 

 

 

１ 適用する地域 

  東京都の区域 

 

２ 適用する使用者 

  前号の地域内で事業を営む使用者 

 

３ 適用する労働者 

  前号の使用者に使用される労働者 

 

４ 前号の労働者に係る最低賃金額 

  １時間１，１６３円 

 

５ この最低賃金において賃金に算入しないもの 

  精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

 

６ 効力発効の日 

  令和６年１０月１日 

 

 

 


